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１．道路整備・管理の現状

近代国家において、国民生活の基盤となる道路については、その建設及び管理は行政主体である

国・地方公共団体の責任に属し、租税等の一般財源を充当する公共事業として行われ、建設された
道路は無料で一般交通の用に供されるべきものとされている。
しかしながら、我が国の道路は馬車交通の時代がなく、明治以降鉄道優先主義がとられたこともあ
り、その整備が著しく遅れており、限られた一般財源による公共事業費のみではとても増大する道路

交通需要に対処することは出来なかった。
このような状況に鑑み、昭和27年に財源不足を補う方法として借入金を用い、完成した道路から通
行料金を徴収してその返済に充てる方式（有料道路制度）が認められることとなった。
また、昭和29年には道路特定財源制度が導入された。

○道路特定財源制度

我が国の立ち遅れた道路を緊急かつ計画的に整備するため、道路整備の受益者であ
る自動車利用者に課税し、その税収を道路整備の財源として充当する制度であり、昭和
29年に揮発油税が道路整備の特定財源とされたことにはじまるもの。

○有料道路制度

租税等の歳入では賄えない程の非常に多額の資金を要し、かつ早期に整備が必要な
道路事業のため、昭和27年旧道路整備特別措置法が制定され、国又は地方公共団体
が道路を整備するに当たり、財源不足を補う方法として借入金を用い、完成した道路か
ら通行料金を徴収してその返済に充てるという方式が認められたことにはじまるもの。
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○道路の機能・役割による分類

都道府県道
地方的な幹線道路網を構成

①市または人口５千人以上の町、

②重要港湾・地方港湾・漁港・飛行場、
③主要な停車場、

④観光地を相互に連絡

一般国道
高速自動車国道とあわせて全国的な幹

線道路網を構成する道路で以下の条件
の一つ以上に該当

①国土を縦断し、横断し、又は循環して、

都道府県庁所在地その他政治上、経済
上又は文化上特に重要な都市を連絡

高速自動車国道又は①の国道と以下の

地域・施設を連絡

②重要都市又は人口10万人以上の市、
③２以上の市、

④特定重要港湾、重要な飛行場、
⑤国際観光上重要な地

市町村道

市町村の区域に存する道路

高速自動車国道

高速自動車国道とは、自動車の高速交
通の用に供する道路で、全国的な自動
車交通網の枢要部分を構成し、かつ、

政治・経済・文化上特に重要な地域を連
絡するものその他国の利害に特に重大
な関係を有するもの

高速自動車国道
L=7,363km (0.6%)

一般国道
L=54,084km (4.6%)

都道府県道
L=128,962km (10.9%)

（指定区間）

（指定区間外）

＜走行台ｷﾛ＞

（H11道路交通ｾﾝｻｽ値）

高規格幹線道路

672億56百万台ｷﾛ
(8.8%)

2,394億21百万台ｷﾛ
(31.3%)

2,474億38百万台ｷﾛ
(32.3%)

2,109億41百万台ｷﾛ
(27.6%)

市町村道
L=997,296km (83.9%)

計
7,650億56百万台ｷﾛ

１．道路整備・管理の現状
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○道路投資の財源構成及び事業別構成（平成18年度当初予算）

注１．①の国費の特定財源には、貸付金償還金等を含む
２．②の事業別構成において、外円は事業別、内円は事業主体別
３．四捨五入の関係で、各係数の和が合計と一致しないところがある

①財源構成 ②事業別構成

総道路投資
82,449
（100.0）

（単位：億円）
（ ）内は構成比（単位：％）

総道路投資
82,449
（100.0）

特定財源
29,470
（35.7）

特定財源
22,321
（27.1）

一般財源
18,390
（22.3）

財投・料金収入等
11,906（14.4）

国費
29,832
（36.2）

地方費
40,711
（49.4）

一般財源
362（0.4）

一般道路
事業

44,973
（54.5）

地方単独
事業
23,200
（28.1）

有料道路事業
14,277（14.4）

国
20,852
（25.3）

地方公共団体
47,231（57.4）

会社・

公社等
14,277（14.4）

財投・料金
収入等
11,906
（14.4）

１．道路整備・管理の現状
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○道路特定財源は、受益者である
自動車利用者が道路整備の費用
を負担する制度

○道路特定財源諸税は、必要な道
路整備費をまかなうために創設、
拡充されてきた税であり、燃料
の消費、自動車の取得・保有に
着目して自動車利用者に適正な
負担を求めているもの

○平成１５年度以降の５年間の
措置として、道路整備に充当
するという約束で、本則税率
の約２倍の税率を定め、自動
車利用者に特別な負担を頂い
ている

注１：税収は平成18年度当初予算及び平成18年度地方財政計画による。なお、（ ）書きは、決算調整額（税収の平成16年度

決算額と平成16年度予算額との差：揮発油税及び石油ガス税について、２年後の道路整備費で調整することとされてい
る）を除いた額である

注２：自動車重量税の税収は、収入額の国分の約８割（77.5％）相当額である。平成18年度は、現行の暫定税率を設定した平成

15年度から平成17年度までに、補正予算における災害復旧など一般財源で行った道路整備があり、自動車従量制のうち
472億円で、その一部を事後的に調整

注３：暫定税率の適用期限は平成20年3月末（自動車重量税については平成20年４月末）

道路整備充当分 税収(平成18年度)

３５，４２９億円

（３４，８０５億円）

２２，３２１億円

５７，７５０億円

（５７，１２６億円）

税 目

合 計

自動車取得税

昭和43年創設

軽油引取税

昭和31年創設

計

石油ガス税
昭和41年創設

自動車重量税

昭和46年創設

揮発油税

昭和24年創設
昭和29年より特定財源

地
方
譲
与
税

計

１４３億円
（１４０億円）

国

地

方

収入額の1/2

全額
２９，５７３億円

（２８，９５３億円）

収入額の
国分(2/3)の約８割（77.5％） ５，７１２億円

３，７０７億円

地方道路譲与税

昭和30年創設

地方道路税の
収入額の全額

３，１１０億円

自動車重量譲与税
昭和46年創設

自動車重量税の
収入額の1/3

石油ガス譲与税
昭和41年創設

石油ガス税の
収入額の1/2

１４２億円

全額 １０，６２０億円

全額 ４，７４２億円

税 率

[例:自家用乗用]

(暫定税率)
48.6円/㍑

(暫定税率)
6,300円/0.5t年

(暫定税率)
32.1円/㍑

(暫定税率)
自家用は取得価額の5%

(暫定税率)
5.2円/㍑

(本則税率)
24.3円/㍑

(本則税率)2,500円/0.5t年

(本則税率)
15.0円/㍑

(本則税率)
取得価額の3%

(本則税率)
4.4円/㍑

(本則税率)
17.5円/kg

自動車重量税を参照

石油ガス税を参照

1.2倍

2.1倍

1.7倍

2.5倍

２倍

注５：地方公共団体の一般財源である自動車税の平成18年度税収は17,659億円、軽自動車税の平成18年度税収は1,573億円
（いずれも平成18年度地方財政計画による）

注４：四捨五入の関係で、各係数の和が合計と一致しないところがある

○道路特定財源諸税一覧

２．財源制度
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昭和29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

昭和58
59
60
61
62
63

平成1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

地方

道路税

軽油

引取税

石油

ガス税

自動車

取得税

自動車

重量税

揮発

油税

円／㍑ 円/車重0.5t年％円／㍑ 円／㍑

第１次

29～33年度

2千6百億円

第２次

33～37年度

1兆円

第３次

36～40年度
2兆1千億円

第５次

42～46年度

6兆6千億円

第６次

45～49年度

10兆35百億円

第７次

48～52年度

19兆5千億円

第８次

53～57年度

28兆5千億円

第４次

39～43年度

4兆1千億円

第９次

58～62年度

38兆2千億円

第10次

63～H4年度

53兆円

第11次

H5～9年度

76兆円

第12次

H10～14年度

78兆円

H15～19年度

38兆円*

地方

道路税

軽油

引取税

石油

ガス税

自動車

取得税

自動車

重量税

揮発

油税

13.0
11.0

14.8

19.2

22.1

24.3

29.2

36.5

　
45.6

円／㍑

48.6 5.2 32.1

2.0

3.5

4.0

4.4

5.3

6.6

　
8.2

6.0
8.0

10.4

12.5

15.0

19.5

　
24.3

5.0
10.0

　17.5
2,500

5,000

6,300

五箇年計画等 年度 五箇年計画等 年度

自動車取得税及び自動車重量税

の税率は自家用乗用車のもの

* 地方単独事業を含まない額。

(注)1.　　　　　　は租税特別措置法または地方税法附則による暫定税率であり、暫定税率の適用期限は平成19年度末（自動車重

量税については平成20年４月末。

　　2.　　　は暫定税率の延長が行われた年である。

　　3. 自動車重量税の地方への譲与割合は、平成14年度まで1/4。15年度以降1/3。

12月

4月

4月

5月

5月

4月

4月

4月

4月

5月

5月

5月

5月

6月

4月

4月

4月7月 5月

5月

12月

4月

7月

2月

1月

1月

4月

4月

4月

4月

6月

4月

8月

注3.

注3.

円／㍑ 円/車重0.5 t年％円／㍑ 円／㍑ 円／㍑

注3.

5月

5月

○道路特定財源諸税の税率の推移

２．財源制度
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H17年度予算

（単位：億円）

地方道路整備臨時交付金
7,408

道路整備等

23,589

本四債務処理

4,829
本四債務処理

4,522

30,997

5,772
36,769

一
般
会
計

まちづくり交付金
道整備交付金 等 677

まちづくり交付金

道整備交付金 等

＜注＞１．道路整備等には、道路整備及び道路環境整備を計上。
２．河川等関連公共施設整備促進事業を含む。
３．四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。

4726,091
35,923

29,832

地方道路整備臨時交付金
7,393

道路整備等

22,439

揮発油税

29,573

石油ガス税 143

自動車重量税

5,712

特定財源税収等

36,395

H18年度予算

NTT-A型事業相当
貸付金償還金等相当

966

一般財源(NTT-A) 362

貸付金償還金等 605

道

路

整

備

△4.36%

△1.51%

1,136

NTT-A型事業相当
貸付金償還金等相当

※

257

832

479

非公共非公共

道
路
整
備
特
別
会
計

266

都市再生・地域再生
環境・景観
防災・減災

現行の暫定税率を設定した平成15年度から平成17年度までに、補正予算
における災害復旧など一般財源で行った道路整備があり、平成18年度は
自動車重量税のうち472億円で、その一部を事後的に調整。

※

シ
ー
リ
ン
グ
対
象
全
体

２．財源制度
○平成１８年度道路関係予算
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（単位：億円）

【本四債務処理】

4,522

道
路
整
備
特
別
会
計

一
般
会
計

【都市再生・地域再生】
300

【環境・景観】
79

＜注＞１．道路整備等には、道路整備及び道路環境整備を計上。
２．河川等関連公共施設整備促進事業を含む。
３．四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。

6,091

35,923

29,832

【地方道路整備臨時交付金】
7,393

【道路整備等】

22,439

H18年度予算

【防災・震災】
100

【非公共事業】
257

【公共事業】

832

（１）整備効果において道路整備と同様な事業

①連続立体交差事業（渋滞解消）

②地下鉄整備（渋滞解消）

③無電柱化（歩道整備、防災対策、景観対策）

鉄道を連続的に高架化または地下化することにより、踏切
における渋滞、事故の解消等を図る

自動車利用から地下鉄利用への転換により、道路交通の
円滑化を図る（原則道路下敷設の地下鉄インフラに限定）

道路から電柱・電線をなくすことにより、歩行空間のバリア

フリー化、避難路の確保等の都市防災対策、良好な住環
境の形成等を図る

（２）まちづくりに関連して必要となる道路整備

○土地区画整理事業・市街地再開発事業

通常の道路整備に加え、以下の事業に活用

道路整備特別会計（道路整備事業）

事業区域内の幹線道路整備を支援し、面整備、拠点整備等

の推進を図る

など

など

９４８億円

１２１億円

９８９億円

１，１９８億円

道路の新設、改築、維持、
修繕に関する事業

道路整備に密接に関連する
環境対策事業等

地方の自主性・裁量性を高める

交付金制度による道路整備事業

新たな使途拡大

○道路特定財源の使途の現状①
２．財源制度
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（単位：億円）

本四債務処理

4,522

道
路
整
備
特
別
会
計

一
般
会
計

都市再生・地域再生
300

環境・景観
79

＜注＞１．道路整備等には、道路整備及び道路環境整備を計上。

２．河川等関連公共施設整備促進事業を含む。

３．四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。

6,091

35,923

29,832

【地方道路整備臨時交付金】
7,393

【道路整備等】

22,439

H18年度予算

防災・震災
100

非公共

257

まちづくり交付金
道整備交付金 等

832 一般会計（公共事業）

一般会計（非公共事業）

まちづくり等、他の施設と一体的に整備する事業

①まちづくり交付金

道路、公園、下水道、河川等を一体的に整備

②道整備交付金

道路、農道、林道を一体的に整備

道路整備に密接に関連する事業に活用

（１）道路の有効活用を促進する事業

○有料道路の料金社会実験
弾力的な料金施策を実施し、高速道路の有効活用を図る

（３）環境対策事業

○低公害車の導入支援
低公害車の導入等に対する補助を行うことにより、低公害車

の導入を促進し、沿道の大気環境の早期改善を図る

など

７５５億円

１７０億円

１００億円

など

３０億円

２４億円

○バスICカード普及促進
首都圏のバス・鉄道共通ICカード導入を支援することにより
公共交通の利便増進を促進し、都市部の交通円滑化を図る

（２）交通円滑化事業

道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕

に
関
す
る
事
業

○道路特定財源の使途の現状②
２．財源制度
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○年間税負担額の国際比較

自動車重量税

自動車取得税

２．財源制度

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

（前提）車両重量約1.5トン、耐用年数6年、年間ガソリン消費量1,200ℓ、平成17年1月現在の税率

　　　 　車体価格：日本2,467,500円、アメリカ17,782ドル、イギリス17,270ポンド、ドイツ20,980ユーロ、フランス24,600ユーロ

         燃料価格：日本118.5円/ℓ、アメリカ62.8セント/ℓ、イギリス80.9ペンス/ℓ、ドイツ1.07ユーロ/ℓ、フランス1.015ユーロ/ℓ
　　　　 為替レート：アメリカ１ドル＝109円、イギリス１ポンド＝198円、ドイツ・フランス１ユーロ＝135円

         アメリカの小売売上税及び自動車登録税は、ニューヨーク州及びニューヨーク市の税率によった。

　　　　 フランスの自動車登録税は、パリ地方の税率によった。

（注）　 上記の他に重量課税として、フランスにおいて車軸税（12t以上のトラック等が課税対象）、アメリカにおいては高速道路

　　　　 自動車利用税（約25t超のトレーラー等が課税対象）がある。

（単位：円） 出典：第33回政府税制調査会総会資料（平成17年11月15日）より国土交通省作成

2000ccクラスの自家用自動車の例

燃料課税

燃料課税

燃料課税 燃料課税

消費税

自動車税

自動車取得税

自動車重量税

燃料課税

自動車登録税
小売売上税

自動車税

付加価値税

付加価値税
付加価値税

自動車税 自動車登録税

171,342円

44,895円

257,098円

213,273円
219 ,065円

消費課税

取得課税

保有又は
利用課税

97,566円

73,776円

29,465円

15,430円

140,538円

116,560円

129,938円

83,335円

122 ,400円

96,665円
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明治４年 太政官布告

修路架橋運輸ノ便オ興ス者ニ入費税金徴収許可方
「有志ノ者共、自費或ハ会社ヲ起コシ候者ハ、落成ノ上、
功費ノ多寡ニ応ジ年限オ定メ税金取立方差シ許サル」

【戦前の有料道路制度】

大正８年 旧道路法制定

○道路整備の著しい遅れ

－昭和３１年 ワトキンス調査団報告書－

「日本の道路は信じ難い程悪い。工業国にしてこれ程完全にそ

の道路網を無視してきた国は他にない。」

⇒有料の橋又は渡船施設の設置が可能

⇒有料の橋又は渡船施設の設置が可能
道路管理者：監督官庁の許可
道路管理者でない者：道路管理者の許可・承認

昭和２７年 道路法制定(全面改正)

⇒道路管理者のみが都道府県道、市町村道に限り建設大臣
の許可を得て有料の橋又は渡船施設の設置が可能。

昭和２７年 道路整備特別措置法制定

⇒有料制度の対象を拡大し、道路法上の道路に関する全面
的な有料道路制度が採用。

(事業主体：道路管理者である国及び都道府県又は市)

【戦後の有料道路制度】

昭和３１年 道路整備特別措置法制定(全面改正)
日本道路公団法制定(日本道路公団設立)

⇒国が直轄で施行していた有料道路方式の廃止。
公団による有料道路方式の採用。

昭和３４年～４５年 逐次公団・公社設立

平成１６年 道路関係四公団民営化関連４法制定

○公団方式に対する様々な批判
（返済期間先送り、一方的な命令、高コスト体質など）

平成１８年 本格的な民営化のスタート

３．有料道路制度
○有料道路制度の沿革
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○諸外国における高速道路整備のしくみ

３．有料道路制度

日 本 アメリカ フランス イタリア ドイツ

7,363km('05.10) 90,712km('03) 10,383km('04.1) 6,491km('04.6) 12,044km('03.12)

うち
有料高速道路

7,363km 6,003km 7,840km 5,597km －

有料比率 100% 7% 76% 86% －

国 国 国 国 国

国 国 国 国 －

・本来無料が原則であるが、
財政上の理由により高速
道路会社が借入金によっ
て建設し、完成後道路資
産とそれに係る債務を機
構に帰属。

・供用中道路について、会
社が道路資産を借りて、
料金を徴収して賃借料を
払う

・機構は会社からの貸付料
により既存・新規債務を
返済。

（'03より国と地方が負担す
る直轄方式を導入し、完
成後無料で供用）

・州際高速道路(ｲﾝﾀｰｽﾃ
ｰﾄ)は、当初各州政府

が無料道路として整備。
一部に、供用中の有料
道路を州際高速道路と
して位置づけた事例が
ある

・州際高速道路以外の一
部道路で有料道路あり

・無料が原則であったが、
早期整備の観点から借
入金により有料道路とし
て整備するのが一般的

・西部地域(ブルターニュ
地方）等は、地域開発
の観点から無料

・財政上の理由により、
原則として借入金に
より有料道路として
整備

・開発の遅れた南部に
ついて国が整備し、
無料

・連邦アウトバーンは国
の費用負担により州が
整備し無料

・1995年1月から12t以上
の大型トラックについ
てバウチャー(料金支払
証明書）の購入が義務
付け（EU統一による通
過交通への課税が目的）

・2005年1月より通行料
金ｼｽﾃﾑによる対距離
料金制度に移行

（一律対距離）
24.6円/km+150円

－
（混合経済会社３社平均）

0.062ユーロ/km
( 8.3円/km )

（アストストラーデ社）
0.047ユーロ/km

( 6.4円/km )

（ｱｳﾄﾊﾞｰﾝを利用する
12t以上大型車のみ）

0.124ユーロ/km
( 16.8円/km )

［100］ ［34］ ［26］ －

東日本・中日本・西日本
高速道路株式会社

州及び州法に
基づく公社等

国の特許を受けた
混合経済会社(SEM)、

民間会社

国の特許を受けた
民間会社

－

高速自動車国道
インターステートハイウェ
イ、その他のフリーウェイ

及び有料高速道路
オートルート アウトストラーデ アウトバーン

有料高速道路
事業主体

対象路線

有料期間終了後の帰属

高速道路
整備のしくみ

項 目

高速道路供用延長

高速道路計画の策定

料金水準
（普通車）

[日本=100の場合］
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小泉総理大臣答弁 衆議院本会議（平成17年9月28日）（抄）

・私は、道路等の特定財源について、暫定増税をしている税制との関係、また、使い道のあり方の見
直しなどの基本方針について、年内に検討するよう指示しております。

政府・与党協議（平成17年12月9日）

・（政府側）安倍官房長官、竹中総務大臣、谷垣財務大臣、北側国交大臣、（与党側）中川（自）政調会

長、石原（自）特定財源見直し合同部会座長、井上（公）政調会長などの出席の下、「道路特定財源の
見直しに関する基本方針」を決定

小泉総理大臣指示（平成17年11月4日）（抄）

・財務大臣によく協力をして、この道路特定財源の見直しについて、ひとつは一般財源化、もうひとつは

税率は引き下げない、これを前提として、基本方針を取りまとめてもらいたい。
・明年の抜本的な税制改革と併せて具体的な案を取りまとめてもらいたい。

行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）（抄）

・道路特定財源については、「道路特定財源の見直しに関する基本方針」（H17.12.9政府・与党）に
基づき、見直しを行うものとする。

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案（平成18年3月10日閣議決定）

・政府は行政改革推進法案を閣議決定し、国会に提出。現在、審議中。

４．道路特定財源に関する動き
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道路特定財源の見直しに関する基本方針 （平成17年12月9日政府・与党）

道路特定財源は、長年にわたり、立ち遅れた我が国の道路の整備状況に鑑み、自動車利用者の負担により、緊

急かつ計画的に道路を整備するための財源としての使命を担ってきた。
しかしながら、その後、道路の整備水準の向上する中、近年の公共投資全体の抑制などを背景とする道路歳出の
抑制等により、平成19年度には特定財源税収が歳出を大幅に上回ることが見込まれるに至っている。このため、現
時点において、改めて、今後、真に必要となる道路整備のあり方について見極めるとともに、特定財源のあり方につ
いて、納税者の理解を得て、抜本的な見直しを行うことが喫緊の課題となっている。
その際、現下の危機的な財政事情に鑑みれば、見直しによって国の財政の悪化を招かないよう十分に配慮し、ま
た、特定財源の使途のあり方について、納税者の理解の得られるよう、以下を基本方針として見直す。

１．道路整備に対するニーズを踏まえ、その必要性を具体的に見極めつつ、真に必要な道路は計画的に整備
を進める。その際、道路歳出は財源に関わらず厳格な事業評価や徹底したコスト縮減を行い、引き続き、重
点化、効率化を図る。

２．厳しい財政事情の下、環境面への影響にも配慮し、暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を
維持する。

３．特定財源制度については、一般財源化を図ることを前提とし、来年の歳出・歳入一体改革の議論の中で、
納税者に対して十分な説明を行い、その理解を得つつ、具体案を得る。

４．道路特定財源に関する動き
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日本の高速道路は、高規格幹線道路（高速自動車国道、本州四国連絡道路、一般国道の自動車専用道路）を計上
アメリカの高速道路は、インターステートハイウェイ、Other Freeways and Expresswaysを計上
イギリスの高速道路は、モーターウェイを計上
ドイツの高速道路は、アウトバーンを計上
フランスの高速道路は、オートルートを計上

※

高速道路整
備延長（km）

※

自動車千台
当たり高速

道路延長
（km/千台）

規格の高い
道路を使う
割合（％）

都市の道路
面積率
（％）

環状道路
整備率
（％）

無電柱化

率（％）

踏切数

（箇所）

人口

（千人）

面積

（千ｋｍ2）

ＧＤＰ

（兆円）

自動車
保有台数
（千台）

日本
8,744
[2005.8]

0.12 13 13.6
（東京都区部）

24
（東京）

7.3
（東京23区）

700
（東京23区）

127,650 378 497.5 74,214

アメリカ
90,712
[2003]

0.40 31 25.0
（ﾜｼﾝﾄﾝDC）

100
（ﾜｼﾝﾄﾝDC）

72.1
（ﾆｭｰﾖｰｸ）

－ 290,810 9,629 1,266.5 229,620

イギリス
3,478
[2004]

0.10 － 16.6
（ﾛﾝﾄﾞﾝ）

100
（ﾛﾝﾄ゙ ﾝ）

100
（ﾛﾝﾄﾞﾝ）

19
（ﾛﾝﾄ゙ ﾝ）

59,560 243 210.1 33,590

ドイツ
12,044
[2003]

0.25 30 － 97
（ﾍﾞﾙﾘﾝ）

100
（ﾎﾞﾝ）

－ 82,530 357 283.4 48,564

フランス
10,383
[2003]

0.29 21 20.0
（ﾊﾟﾘ）

84
（ﾊﾟﾘ）

100
（ﾊﾟﾘ）

14
（ﾊﾘ゚）

59,770 552 207.7 35,628

道路関係指標 各国指標

≪参考≫

○ストックの国際比較


